
                                         

社会資本整備予算の確保に関する緊急声明 

 

先般、行政刷新会議において開催された「事業仕分け」において、社会資本整備事業特別

会計の道路、治水、港湾の各事業について、「事業内容を見直し、予算要求を１０～２０％

程度圧縮」との評価結果が示された。 

具体的な事業の必要性を顧みることなく、あるいは明確な根拠を示すことなく、このよう

な結論を出すことは、我々がかねてから懸念を表明していた「一律・一方的な公共事業予算

の削減」を再び繰り返そうとするものであり、大変遺憾である。 

本ＰＴが今年４月に発表した「提言」にあるように、社会資本整備は、教育・医療等と同

様、「地域主権」の実現に不可欠な基礎的条件であり、道路や河川管理施設の計画的な整備

は、地域振興やまちづくり等の施策・事業を進める上での前提となる重要なものである。 

政府の公共事業関係費は、平成２２年度当初予算において１８．３%の大幅な削減が行わ

れ、新規事業着手の凍結はもとより、実施中の事業についても停滞を余儀なくされていると

ころである。これ以上の予算削減は、地方に多大な混乱と損失を与えるとともに、社会資本

整備の地域間格差の拡大をもたらすこととなり、許容できるものではない。 

 

また、「事業仕分け」における費用便益分析についての「とりまとめ内容」では、費用便

益分析の厳格化を「期限を決めて着実に進めるとともに可能な限り来年度予算額の縮減に反

映する」とされている。 

本ＰＴでは、事業評価に関し、費用便益比への偏重の問題を指摘し、地元意見の反映な

ど、地域の実情を的確に反映した仕組みとするよう提言しているところであり、費用便益分

析の厳格化をもって予算縮減の道具とするかのような表現は、事業評価の公正性の観点から

も問題があると言わざるを得ない。 

 

これらの問題を踏まえ、平成２３年度政府予算の編成に向け、以下を強く要請する。 

 

１．地方が必要とする社会資本整備が明確な見通しのもとに推進されるよう、平成２３年度

の概算要求が見送られた「地域再生基盤強化交付金（内閣府）」の代替措置を含め、社会

資本整備予算の総額について、今年度並みの水準を確保すること 

 

２．費用便益分析を予算縮減の道具とすることなく、事業評価制度の改善のため、費用便益

比への偏重を解消しつつ、地方意見の聴取等、地域の実情を的確に反映する仕組みづく

りを進めること 
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